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令和２年９月 デジタル改革関係閣僚会議 総理指示（デジタル庁の設置・IT基本法の抜本改正に係る法案提出）

＜デジタル改革関連法案WG・マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善WG等における議論＞

令和２年12月 「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を閣議決定

令和３年２月 デジタル改革関連法案を閣議決定・国会提出
※①デジタル社会形成基本法案、②デジタル庁設置法案、③デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、

④公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案、⑤預貯金者の意思に基づく個人

番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案、⑥地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の６法案。

令和３年５月 デジタル改革関連法案が国会審議を経て成立・公布

令和３年６月 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定
※本年９月のデジタル庁の創設を待つことなく、新法（デジタル社会形成基本法）に基づく重点計画を先取りする形で、

デジタル社会の実現に向けて迅速かつ重点的に講ずべき施策を明らかにしたもの

令和３年９月１日 デジタル庁の発足

デジタル改革のこれまでの経緯について
第1回デジタル社会推進会議
「資料5 今後のデジタル改革の進め方について」
から抜粋



デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（令和２年12月25日閣議決定）
Ⅲ．IT基本法の見直しの考え方
３．検討の方向性
（２）どのような社会を実現するか
②誰一人取り残さないデジタル社会の実現 抜粋

第２部 デジタル社会の形成に向けた基本的な施策
６．アクセシビリティの確保 抜粋

「誰一人取り残さない」デジタル化を進めていく上では、デジタルデバイドの着実な是正を図っていかなけ
ればならない。そのためには、ユニバーサルデザインの考え方、すなわち、デジタル機器をそもそも有していな
い方への行政サービスの提供や、デジタル機器に不慣れな方でも容易に操作できる UI の設計、外国人
利用者向けの申請画面等の多言語化など、利用者目線で、かつ、利用者に優しい行政サービスを実現
することが重要である。

人の多様性に尊厳を持つ社会を形成するため、「誰一人取り残さない」デジタル化を進めることとする。す
なわち、誰もが参加でき、個々の能力を創造的・最大限に発揮できる、包摂性・多様性あるデジタル社
会の形成を図る。
そのために、アクセシビリティの確保、年齢・地理的条件や経済的状況等に基づく格差の是正等によって、

全ての国民が、公平・安心・有用な情報にアクセスする環境の構築を図る。

デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和３年６月18日閣議決定)



４．誰一人取り残さないデジタル社会の実現

ICT機器・サービスに関する相談体制の充実
 「デジタル活用支援」に重点的に取り組む。（高齢者や障害者が、身近な場所で身近な人

からICT機器・サービスの利用方法を学ぶ環境作り）

 地方公共団体や教育機関等と連携し、地域のサポート体制を確立することにより、
幅広い取組を国民運動として促進する。

情報バリアフリー環境の実現
 障害者、高齢者等の利便の増進に資する情報通信機器・サービスの研究開発の推進

及びその普及を図る。

中小企業のデジタル化の支援
 中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備する。

（オンライン会議、電子商取引などを活用しようとする中小企業に専門家を派遣するなど）

市区町村等における国民のアクセスポイントの確保
 政府が市区町村窓口に配備したタブレット端末の用途拡大や運用ルールの改善等に

ついて検討・実施する。

＜これまでの主な取組＞
○ 主に高齢者のデジタル活用を支援する
「講習会」を開始（全国1,800箇所程度）
（令和3年6月～）

○ 離島等の条件不利地域における
ICTインフラ整備の推進

光ファイバ未整備世帯:
53万世帯（R2.3末）
⇒ 17万世帯（R3年度末見込み）

課題：デジタル社会においても、年齢・地理的条件や経済的状況等に基づく格差を生じることなく、全ての国民が情報に
アクセスできる環境を構築することが課題。

当面のデジタル改革における主な項目（案）
第1回デジタル社会推進会議
「資料5 今後のデジタル改革の進め方について」
から抜粋
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